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様
式
第
二
の
備
考
39
を
同
様
式
の
備
考
46
と
し
、
同
様
式
の
備
考
34
か
ら
備
考
38
ま
で
を
七
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

様
式
の
備
考
33
中
「第

27条
の
４
第
１
項

」
を
「第

27条
の
４
第
３
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
40
と

し
、
同
様
式
の
備
考
32
を
同
様
式
の
備
考
39
と
し
、
同
様
式
の
備
考
31
中
「備

考
30

」
を
「備

考
37

」
に
改
め
、
同

備
考
を
同
様
式
の
備
考
38
と
し
、
同
様
式
の
備
考
22
か
ら
備
考
30
ま
で
を
七
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
の
備
考
21
中

「備
考
20

」
を
「備

考
27

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
28
と
し
、
同
様
式
の
備
考
13
か
ら
備
考
20
ま
で
を

七
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
の
備
考
12
中
「第

５
条
第
４
項

」
を
「第

５
条
第
６
項

」
に
改
め
、「商

標
記
載
欄
の
色

彩
と
同
一
の
色
彩
を
付
す
べ
き
部
分
か
ら
引
出
線
を
引
き
、
そ
の

」
を
「引

出
線
、
文
字
そ
の
他
の
も
の
に
よ
り
、

第
二
十
二
条
中
「
及
び
第
十
四
号
」
を
「
、
第
八
号
及
び
第
十
七
号
」
に
改
め
、「
、
第
十
一
条
の
二
」の
下
に「
か

ら
第
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
」
を
加
え
、「
、「
八

特
許
法
第
八
十
四
条
（
同
法
第
九
十
二
条
第
七
項
又
は
第
九
十
三

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
答
弁
書
の
提
出
」
と
あ
る
の
は
「
八

登
録
異
議
の

八
の
二

商
標
法

八
の
三

商
標
法

申
立
て

第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
請
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項

第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」と
」

を
削
り
、「
九

審
判
の
請
求
」
を
「
十
二

審
判
の
請
求
」
に
改
め
、「
、「
十
二

証
拠
保
全
の
申
立
て
（
判
定
請
求

前
、
審
判
の
請
求
前
又
は
再
審
の
請
求
前
の
申
立
て
に
限
る
。）」
と
あ
る
の
は
「
十
二

証
拠
保
全
の
申
立
て
（
判

定
請
求
前
、
登
録
異
議
の
申
立
て
前
、
審
判
の
請
求
前
又
は
再
審
の
請
求
前
の
申
立
て
に
限
る
。）」と
」を
削
り
、「
第

八
条
第
一
項
中
「
」
の
下
に
「
特
許
異
議
申
立
書
、」を
加
え
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、「
特
許
法
等
関

係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
三
」
の
下
に
「
、
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
を
、「
若
し
く
は
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条

の
四
の
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
一
条
の
二
第
七
項
」
を
、「
第
三
十

八
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
十
四
第
四
項（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
、「
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
三
」
の
下
に
「
、
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条

ま
で
」
を
加
え
、「
様
式
第
六
十
一
の
二
」
を
「
様
式
第
六
十
一
の
六
」
に
改
め
、「
第
三
項
中
「
審
判
（
次
項
に
規
定

す
る
審
判
を
除
く
。）、
再
審
又
は
判
定
の
請
求
の
後
そ
の
請
求
」
と
あ
る
の
は「
登
録
異
議
の
申
立
て
又
は
審
判（
次

項
に
規
定
す
る
審
判
を
除
く
。）、
再
審
若
し
く
は
判
定
の
請
求
の
後
そ
の
申
立
て
又
は
請
求
」
と
、「
そ
の
審
判
の
番

号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
登
録
異
議
の
番
号
、
審
判
の
番
号
」
と
、
同
条
」
を
削
り
、「
第
百
三
十
四
条
第
四
項
（
同

法
第
七
十
一
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
条
の
八
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
第
百
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
」

に
、「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、「
第
百
三
十
三
条
第
三
項
（
同
法
第
七
十
一

条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
二
十
条
の
五
第
九
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
同
法
第
百
二
十
条
の
八
第
一
項（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
、「
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
及
び
」
を
「
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
並
び
に
」
に
改
め
、「
第
百
三
十
三

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
二
十
条
の
八
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第

四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
中
「
そ
れ
以
外
の
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
以
外
の
審
判
の
確
定
審
決
に

対
す
る
再
審
又
は
確
定
し
た
商
標
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
取
消
決
定
に
対
す
る
再
審
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

様
式
第
二
の
備
考
７
の
ホ
中「
立
体
商
標
を
異
な
る
２
以
上
の
方
向
か
ら
表
示
し
た
図
（
各
図
の
大
き
さ
は
15㎝

平
方
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。）」

を「
第
４
条
、
第
４
条
の
２
、
第
４
条
の
３
第
１
項
、
第
４
条
の
４
第
２
号
又
は

第
４
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
異
な
る
２
以
上
の
図
又
は
写
真
」

に
、

「
で
あ
つ

て
」

を「
は
、
２
以
上
の
商
標
記
載
欄
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
」

に
、

「
次
に
枠
線
に
よ
り
」

を「
そ
の
欄
の
次
に
」

に
改
め
、
同
備
考
の
ル
を
ヲ
と
し
、
同
備
考
の
ヌ
中「

異
な
る
２
以
上
の
方
向
か
ら
表
示
し

た
図
に
よ
つ
て
立
体
商
標
を
」

を「
第
４
条
、
第
４
条
の
２
、
第
４
条
の
３
第
１
項
、
第
４
条
の
４
第
２
号
又
は
第

４
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
異
な
る
２
以
上
の
図
又
は
写
真
に
よ
つ
て
」

に
改

め
、

「
各
図
」

の
下
に「

又
は
各
写
真
」

を
加
え
、
同
備
考
の
ヌ
を
ル
と
し
、
同
備
考
の
リ
中「

ル
」

を「
ヲ
、
レ
及

び
ソ
」

に
改
め
、
同
備
考
の
リ
を
ヌ
と
し
、
同
備
考
の
チ
中「

商
標
は
」

の
下
に「

、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
」

を
加
え
、
同
備
考
の
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
同
備
考
の
ヘ
中「

商
標
記
載
欄
に
は
」

の
下
に「

、
別

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
」

を
加
え
、
同
備
考
の
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ
音
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
２
以
上
の

商
標
記
載
欄
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、【
商
標
登
録
を
受

け
よ
う
と
す
る
商
標
】
の
欄
に
は
、「
別
紙
の
と
お
り
」
と
記
載
し
、
別
の
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
の
大
き
さ

の
用
紙
（
原
則
と
し
て
１
枚
）
に
【
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
】
の
欄
を
設
け
て
、
そ
の
欄
の
次
に

商
標
記
載
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
用
紙
の
左
に
２
㎝
、
上
に
２
㎝
、

右
及
び
下
に
各
３
㎝
の
余
白
を
と
り
、
容
易
に
離
脱
し
な
い
よ
う
に
と
じ
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
二
の
備
考
７
の
ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ
動
き
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
の
変
化
（
商
標
に
係
る
文
字
、
図

形
、
記
号
若
し
く
は
立
体
的
形
状
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
こ
れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
の
移
動
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）の
状
態
を
特
定
す
る
た
め
の
指
示
線
、
符
号
又
は
文
字
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

は
、
当
該
記
載
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
商
標
の
変
化
の
状
態
が
特
定
さ
れ
る
の
か
を「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の

欄
に
記
載
す
る
。

カ
ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
の
変
化
の
前
後
の
状
態
を

特
定
す
る
た
め
の
指
示
線
、
符
号
又
は
文
字
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
当
該
記
載
に
よ
り

ど
の
よ
う
に
商
標
の
変
化
の
前
後
の
状
態
が
特
定
さ
れ
る
の
か
を「【

商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の

欄
に
記
載
す

る
。

ヨ
第
４
条
の
４
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
を
図
又
は
写
真
に
よ
つ
て
記
載
す
る
と
き

は
、
な
る
べ
く
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
色
彩
が
全
体
に
わ
た
り
表
示
さ
れ
た
図
又
は
写
真
に
よ
つ
て
記

載
す
る
。

タ
第
４
条
の
４
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
を
図
又
は
写
真
に
よ
つ
て
記
載
す
る
と
き

は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
色
彩
及
び
そ
れ
を
付
す
る
位
置
を
特
定
す
る
た
め
の
線
、
点
そ
の
他
の
も

の
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
当
該
記
載
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
当
該
色
彩
及
び
そ
れ
を
付
す

る
位
置
が
特
定
さ
れ
る
の
か
を「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の
欄
に
記
載
す
る
。

レ
音
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
音
符
、
休
符
、
音
部
記
号
、
テ
ン
ポ
、
拍
子
記

号
、
歌
詞
そ
の
他
の
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
音
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
。

ソ
第
４
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
音
商
標
を
文
字
を
用
い
て
記
載
す
る
と
き
は
、
黒
色
で
、
か
つ
、
大
き
さ
及
び

書
体
が
同
一
の
活
字
等
（
大
き
さ
は
原
則
と
し
て
７
ポ
イ
ン
ト
以
上
と
す
る
。）を
用
い
て
、
横
書
き
で
記
載
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
音
商
標
を
外
国
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ツ
位
置
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
に
係
る
標
章
及
び
そ
れ
を
付
す
る

位
置
を
特
定
す
る
た
め
の
線
、
点
そ
の
他
の
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
当
該
記
載
に

よ
り
ど
の
よ
う
に
当
該
標
章
及
び
そ
れ
を
付
す
る
位
置
が
特
定
さ
れ
る
の
か
を「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の
欄

に
記
載
す
る
。

様
式
第
二
の
備
考
８
中「

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
商
標
」

を「
第
４
条
、
第
４
条
の
２
、
第
４
条
の

３
第
１
項
、
第
４
条
の
４
又
は
第
４
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
」

に
改
め
、
同
備

考
の
イ
を
削
り
、
同
備
考
の
ロ
を
イ
と
し
、
同
備
考
の
ハ
中「

１
の
み
の
写
真
に
よ
つ
て
記
載
す
る
と
き
」

を「
写

真
」

に
改
め
、

「
写
真
の
」

を
削
り
、
同
備
考
の
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
削
る
。
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